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子育て支援 幼保政策
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異なり、期間の設定が困難であるため。

別添「堺市幼保連携型認定こども園の設置認可等に関する審査基準」のと
おり



1 

 

堺市幼保連携型認定こども園の設置認可等に関する審査基準 

 

 この基準は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法

律第７７号。以下「法」という。）第１７条第１項の設置認可についての基準を定めるものとする。 

法第１７条第１項の設置認可については、堺市幼保連携型認定こども園学級の編制、職員、設備及び運

営に関する基準を定める条例（平成２６年堺市条例第３１号。以下「条例」という。）、法その他関係法令

のほか、この基準により審査する。 

 

１ 学級の編制 

(1) 条例第７条第３項の規定により１学級の園児の数を３５人以下とすることを認める場合の事由

は、次のいずれかに限るものとする。 

ア 園舎の都合により、保育室を分けて学級を増設することが困難であること。 

イ 年度当初の学級編制時から園児の数が増えたことにより、少人数の学級編制が困難となった場

合であること。 

ウ 待機児童が生じている場合、又は待機児童が見込まれる場合であること。 

 

２ 園舎及び園庭 

   条例第１０条第１項の規定により備えなければならない園舎及び園庭の所有については、「幼保連

携型認定こども園の園地・園舎等の所有について」（平成２６年１２月１８日府政共生第７４３号・

２６高私行第９号・雇児保発１２１８第１号・社援基発１２１８第１号内閣府政策統括官（共生社会

政策担当）付参事官（少子化対策担当）・文部科学省初等中等局幼児教育課長・文部科学省高等教育

局私学行政課長・厚生労働省雇用・児童家庭局保育課長・厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長連名

通知）に従うものとする。 

 

３ 保育室等の設置階 

   保育室等の設置階については、条例第１０条第４項の規定に関わらず、「幼保連携型認定こども園

の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準の運用上の取扱いについて」（平成２６年１１月２

８日府政共生第１１０４号・２６文科第８９１号・雇児発１１２８第２号内閣府政策統括官（共生社

会政策担当）・文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「通知」

という。）の３の(2)に掲げる要件を満たす場合は、満３歳以上の園児の保育室等を３階以上の階に設

けることができる。 

 

４ 園庭の面積 

   条例第１０条第７項に規定する園庭の面積について、通知の３の(3)に掲げる要件を満たす場合は、

公園等の代替地を面積参入することができる。また、通知の３の(4)に掲げる要件を満たす場合は、

屋上を面積算入することができる。 

 

５ 食事の提供の特例 

(1) 条例第１１条第４項の規定により、幼保連携型認定こども園外で調理し搬入する方法により食事

を提供するときは、「保育所における食事の提供について」（平成２２年６月１日雇児発０６０１第
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４号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）に従って実施するものとする。 

(2) 条例第１１条第５項に規定する「調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備」及び同条

第６項に規定する「調理設備」は、「認定こども園制度に関するＱ＆Ａについて」（平成１８年１０

月２４日事務連絡文部科学省・厚生労働省幼保連携推進室通知）で示すものとする。 

 

６ 満３歳未満の園児の定員を設けるときの設備 

   条例第１１条第８項に規定する乳児室及びほふく室の面積の算定に当たっては、「「地域の自主性

及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴

う厚生労働省関係省令の整備に関する省令について」の留意事項について」（平成２３年１０月２８

日雇児発１０２８第１号厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）を踏まえるものとする。 

 

７ 教育時間・保育時間等 

   条例第１７条第１項に規定する「教育及び保育を行う期間及び時間」については、通知の４の(1)

に従うものとする。 

 

８ 子育て支援事業 

   条例第１８条第１項及び第２項に規定する子育て支援事業については、次のいずれにも該当する

ものとする。 

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則（平成２６年

／内閣府／文部科学省／厚生労働省／令第２号。以下「府省令」という。）第２条第１項各号に掲げ

る事業のうち、１事業以上を選択し、実施し得るものであること。 

(2) 府省令第２条第１項第１号又は同項第２号に規定する事業を実施する場合については、それぞれ

週に１回以上実施すること。この場合において、同条第１号に規定する地域の子ども及びその保護

者が相互の交流を行う場所を開設するときは、当該場所は、１０組以上の子ども及びその保護者が

利用可能であり、かつ、授乳コーナー等乳幼児を連れて利用しても支障が生じないような設備を有

する等適切な環境を備えた部屋であるものとする。 

(3) 府省令第２条第１項第３号に規定する事業を実施する場合については、児童福祉法施行規則（昭

和２３年厚生省令第１１号）第３６条の３５第１項第１号又は同項第３号で規定する一時預かり事

業で定める基準を準用すること。 

(4) 府省令第２条第１項第４号及び同項第５号に規定する事業を実施する場合については、幼保連携

型認定こども園の開園時間中は常時実施できるものであること。ただし、合理的な理由がある場合

は、この限りでない。 

(5) 子育て支援事業を実施するに当たっては、参加する保護者の様々な事情を考慮して、参加可能な

保護者ができるだけ多くなる等、実施する日時が工夫されたものであること。 

(6) 子育て支援事業に従事する者は幼保連携型認定こども園の職員とし、地域の子育て支援に実績の

ある民間の団体又は個人との連携を図ること。 

(7) 子育てに関する相談をする者のプライバシーが確保されるなど、子育て支援事業を実施するため

の適切な設備等を確保すること。 

(8) 子育て支援事業の実施場所が、その職員配置及び設備の使用等について、幼保連携型認定こども

園で実施する教育及び保育の妨げにならないものであること。 
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(9) 実施する子育て支援事業に関し、研修等の実施及び職員が研修等への参加ができる勤務体制等の

計画を作成すること。 

(10) 子育て支援事業について、市町村並びに地域において子育て支援に実績のある民間の団体又は

個人からその活動状況について適宜情報提供を得られる体制が整えられていること。 

 

９ 幼保連携型認定こども園における分園の設置 

   幼保連携型認定こども園において分園を設置しようとするときは、「幼保連携型認定こども園にお

いて新たに分園を設置する場合の取扱いについて」（平成２８年８月８日府子本第５５５号・２８文

科初第６８２号・雇児発０８０８第１号内閣府子ども・子育て本部統括官・文部科学省初等中等教育

局長・厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）で示す要件を満たしているものとする。 

 

１０ 幼保連携型認定こども園の設置に係る特例 

(1) 条例附則第５項の規定により条例第１１条第８項の規定についての特例を受ける市町村以外の

者が設置する幼稚園について、満３歳以上の園児の保育室の面積は５３平方メートル以上とする。

ただし、満３歳以上満４歳未満の園児の保育室の面積について、１学級の園児の数を２５人以下と

する場合、保育室の面積は４１平方メートル以上とする。 

(2) 条例附則第７項第１号に規定する「園児の移動時の安全が確保されていること」は、次のいずれ

にも該当するものとする。ただし、これに該当しない場合は、これと同等以上の効果があると認め

られるものに代えることができる。 

  ア 移動において通行する道路にガードレール及び歩道その他通行の安全を確保する設備が設置

されていること。 

  イ 当該園庭の周囲がフェンス等により囲われていること。 

  ウ 当該園庭の入口に子どもの飛出し等の防止措置がとられていること。 

  エ 当該園庭内に危険物及び危険箇所がないこと。 

  オ 緊急時の連絡体制が整っていること。 

(3) 条例附則第７項第３号に規定する「利用時間を日常的に確保できること」は、「待機児童解消に向

けた児童福祉施設最低基準に係る留意事項等について」（平成１３年３月３０日雇児保第１１号厚

生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長通知）の１の(2)の要件を満たすものとする。 

(4) 条例附則第７項第４号に規定する「教育及び保育の適切な提供が可能であること」は、次のいず

れにも該当するものとする。 

  ア 幼保連携型認定こども園を構成する建物等の間の距離は、園児にとって日常的に負担にならな

い程度で移動が可能であり、かつ、共通利用時間を確保するのに支障とならないものであること。 

  イ 運動会等の行事に当たって、すべての園児の一斉の活動が可能であること。 

 

１１ 保育所設置認可基準の準用 

幼保連携型認定こども園において夜間保育を実施しようとするときは、「夜間保育所の設置認可等

について」（平成１２年３月３０日児発第２９８号厚生省児童家庭局長通知）及び「夜間保育所の設

置認可等の取扱いについて」（平成１２年３月３０日児保第１５号厚生省児童家庭局保育課長通知）

の要件を満たしているものとする。 
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１２ 職員の数等に係る特例 

 (1)  条例附則第８項及び第１０項に規定する「市長が保育教諭と同等の知識及び経験を有すると認め 

る者」は、次のいずれかに該当する者とする。 

    ア 保育所等（認定こども園又は保育所又は地域型保育施設をいう。以下同じ。）で保育業務に従

事した期間が十分にある者。（常勤で１年程度が目安） 

イ 子育て支援員研修のうち地域型保育事業コースを修了し、研修修了後、保育所等で実習期間を

経た者。 

(2)  条例附則第１１項に規定する「子育てに関する知識及び経験を有する看護師等」は、次のいずれ

かに該当する者とする。 

ア 保育所等での勤務経験が概ね３年を満たす者。 

イ 子育て支援員研修のうち地域型保育事業コースを修了している者。 

(3) 条例附則第１１項に規定する「同表備考１に規定する者による支援を受けることができる体制」

とは、同表備考１に規定する者と合同の組又はグループを編成し、原則として同一の乳児室など同

一空間内で保育を行うことを示すものとする。 

 

附 則 

この基準は、平成２８年１０月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、平成３１年１０月１日から施行する。 

附 則 

この基準は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 


